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町
政
コ
ー
ナ
ー

十
五
歳
の
感
懐

　
一
か
月
遅
れ
た
そ
こ
つ
を
承
知
で
、

川
西
町
満
十
五
歳
の
誕
生
日
を
お
祝
い

し
た
い
。
町
長
選
、
町
議
補
選
の
投
票

日
を
一
週
間
後
に
ひ
か
え
、
い
ず
れ
も

町
政
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
お
考
え
の

お
り
か
ら
、
月
遅
れ
は
お
許
し
い
た
だ

け
る
の
で
は
な
い
か
。

　
た
ま
た
ま
、
今
月
は
、
同
じ
紙
面
に

グ
レ
ー
ダ
ー
購
入
の
記
事
を
取
り
上
げ

た
。
と
こ
ろ
で
、
町
で
は
、
昭
和
一
㎝
二
十

五
年
に
、
五
百
二
十
万
円
を
投
じ
て
ブ

ル
ド
ー
ザ
ー
を
購
入
し
て
い
る
。
こ
の

甲
－
匙
監
瞥
ー
畳
魯
－
置
』
邑
邑
憂
ー
醒
ひ
｝

鱒
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町
政
コ
ー
ナ
ー
i

ふ
た
つ
の
事
実
を
み
て
、
こ
れ
は
、
ち

ょ
う
ど
生
物
学
で
い
う
〃
適
応
酵
素
〃

の
作
り
出
さ
れ
る
の
に
似
た
し
く
み
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
そ
の

辺
か
ら
、
十
五
歳
の
感
懐
に
ひ
た
っ
て

み
よ
う
と
思
う
。

　
そ
れ
は
、
細
胞
と
い
う
も
の
は
、
培

養
基
と
ア
ミ
ノ
酸
の
作
用
に
よ
っ
て
、

ま
っ
た
く
新
し
い
働
き
を
も
っ
た
酵
素

を
作
り
上
げ
る
が
、
ブ
ル
を
購
入
し
、

以
後
も
建
設
機
械
の
充
実
に
努
力
し
て

き
た
と
い
う
前
提
な
し
に
、
グ
レ
ー
ダ

醒
　
　
監
　
　
監
　
　
卜
　
　
集
　
　
農
　

匪
　
　
σ
　
　
置
　
　
』
　
　
濫
　
　
置
　
　
量
　
　
覧
　
　
響
』
『
　
　
垂
　
　
塾

i
購
入
と
い
う
発
展
は
認
め
ら
れ
ず
、

そ
う
し
た
十
五
年
の
も
ろ
も
ろ
の
実
績

と
、
住
民
の
町
づ
く
り
に
対
す
る
意
欲

に
、
ア
ミ
ノ
酸
や
培
養
基
の
姿
を
見
る

こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

象
徴
的
な

　
　
過
去
の
事
例

　
そ
ん
な
意
味
あ
い
で
、
現
在
と
こ
れ

か
ら
を
考
え
る
う
え
で
象
徴
的
な
過
去

の
事
例
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
る
と

　
三
十
三
年
十
月
に
常
設
保
育
所
の
第

一
号
が
誕
生
し
た
。

　
三
十
四
年
の
一
月
臨
時
会
で
学
校
統

合
推
進
を
決
議
。
ま
た
、
こ
の
年
に
行

な
わ
れ
た
野
口
の
水
道
布
設
を
き
っ
か

け
に
各
部
落
の
水
道
化
が
進
ん
で
い
る

し
、
離
農
転
出
の
は
し
り
が
見
受
け
ら

　
　
　
璽
5
羅
葦
　
葺
　
蚕
　
－
馨
■
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置
書
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ま
　
　
　
　
珊

除雪用グレーダーを購入

1　　雪寒地域建設機械整備事業による除雪グレーダーを購

1　入し，今冬からの活動を期すことになりましたo価格は
ヒ

1　570万円で，うち3分の2が国庫補助金Ψ残りは過疎
1対策事業債です。（小松GD3卜3H型，Vプラウ除雪
1装置付，重量10770晦，全長675肋，全幅は2禰酬
1　高さ3415配。）
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
ご
ろ
で

あ
る
。

　
合
併
の
所
産
、
農
業
セ
ン
タ
ー
で
青

年
研
修
を
開
始
し
た
の
が
、
や
は
り
三

＋
四
年
の
こ
と
。

　
三
十
三
年
か
ら
三
十
五
年
ま
で
、
三

年
つ
づ
き
の
風
水
害
で
大
き
な
被
害
の

出
た
の
は
苦
い
記
憶
の
ひ
と
つ
。

　
三
十
五
年
、
合
併
前
か
ら
の
継
続
事

業
で
あ
っ
た
千
手
中
央
通
り
の
舗
装
が

貝
喰
橋
を
起
点
に
高
原
田
ま
で
の
潤
二

千
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
。

　
同
じ
三
十
五
年
、
松
葉
沢
水
系
の
開

田
事
業
を
開
始
。
町
で
最
初
の
老
人
ク

ラ
ブ
誕
生
や
千
手
地
区
の
神
社
統
合
、

国
土
調
査
事
業
へ
の
着
手
な
ど
、
い
ず

れ
も
こ
の
三
十
五
年
だ
っ
た
。
さ
ら
に

第
一
回
町
民
運
動
会
も
同
年
八
月
の
一

こ
ま
で
あ
る
。

　
町
議
選
が
、
い
ま
の
よ
う
に
全
町
一

区
の
大
選
挙
区
制
に
な
っ
た
の
は
三
十

六
年
八
月
の
選
挙
か
ら
。

　
三
十
七
年
七
月
十
日
に
は
交
通
安
全

宣
言
町
に
仲
間
入
り
。

各
人
の
立
場
で

　
　
建
設
に
協
力
を

　
以
上
、
あ
る
い
は
〃
ひ
と
り
よ
が
り

の
列
挙
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
。
〃
と
い

う
そ
し
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
れ
を
川
西
町
十
五
歳
の

感
懐
の
た
め
の
一
助
に
し
て
い
た
だ
い

て
、
各
人
各
様
に
こ
の
間
の
進
歩
と
か

変
化
を
考
え
て
い
た
だ
き
、
そ
う
し
て

で
き
あ
が
っ
た
認
識
を
も
と
に
、
こ
れ

か
ら
の
川
西
町
建
設
に
取
り
組
ん
で
ほ

し
い
と
思
う
。

　
そ
う
い
え
ば
、
　
「
広
報
か
わ
に
し
」

も
、
三
十
三
年
七
月
の
創
刊
か
ら
こ
れ

で
百
五
十
八
号
を
数
え
た
。
こ
ち
ら
は

十
三
歳
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

囹
行
　
　
事

　
　
　
　
　
　
　
＋
日
午
前
九
時

体
育
の
日
　
〉

　
　
　
　
　
　
　
カ
ら
川
西
中
を

会
場
に
婦
人
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
を

開
き
ま
す
。
目
下
の
参
加
申
し
込
み

は
七
チ
ー
ム
一
〇
五
人
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
＋
日
か
ら
＋
六

行
政
相
談

　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で
は
全
国

い
っ
せ
い
行
政
相
談
週
間
で
す
。
町

で
は
、
十
四
日
午
後
一
時
か
ら
三
時

ま
で
役
場
分
室
で
皆
さ
ん
の
ご
相
談

に
応
じ
ま
す
。
国
、
県
や
町
に
対
す

る
要
望
、
不
満
等
は
こ
の
機
会
に
。

　
な
お
、
相
談
員
は
中
央
町
・
太
田

長
栄
さ
ん
（
電
話
二
二
〇
番
）
で
す

こ
の
期
間
以
外
で
も
け
っ
こ
う
で
す

お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

　
社
会
保
険
　
健
康
保
険
、
厚

　
　
　
　
　
　
　
生
年
金
保
険
、

街
頭
相
談

　
　
　
　
　
　
　
国
民
年
金
、
日

雇
健
康
保
険
の
こ
と
な
ど
、
聞
い
て
、

み
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
き

た
る
二
十
日
午
前
十
時
か
ら
午
後
三

時
ま
で
、
十
日
町
商
工
会
議
斬
前
で

街
頭
相
談
が
行
な
わ
れ
ま
す
か
ら
、

ご
遠
慮
な
く
お
出
か
け
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
川
西
町
錦
鯉
組

　
錦
鯉
の

　
　
　
　
　
　
　
合
で
、
恒
例
の

　
　
品
評
会

　
　
　
　
　
　
　
品
評
会
を
次
に

よ
っ
て
開
催
し
ま
す
。

◎
と
　
き
　
二
十
四
日
（
日
）

　
・
出
品
受
付
け
　
午
前
八
時
か
ら

　
　
　
　
同
＋
時
ま
で

　
。
一
般
公
開
　
午
後
一
時
か
ら
同

　
　
　
　
三
時
ま
で

◎
と
こ
ろ
　
千
手
小
学
校
プ
ー
ル

　
多
数
の
出
品
と
、
皆
さ
ん
の
ご
観

賞
を
お
待
ち
し
ま
す
。
ま
た
、
即
売

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
一
袋
五
百
円
詰

め
、
千
円
詰
め
を
用
意
し
ま
す
か
ら

ぜ
ひ
、
お
買
い
求
め
を
。
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名）は，10月17日投票と決定しました。内政の年代
といわれている70年代の課題は，川西町を住みよ
い町とするために，お互いが共同して社会づくり
に乗り出すところにありますo主権者として町民
ひとりひとりが，自分の正しい判断によって真の
代表者を選ぴ，悔いのない投票を行なうようにo

明正選挙でつらぬきましょう一

　　

17日です
町長選・町議

‘よ投票日
　川西町長の任期満了（任期満了は10月27日まてう

による選挙と，川西町議会議員補欠選挙（欠員1

　
今
回
の

　
　
　
有
権
者
は

○
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と

○
昭
和
二
十
六
年
十
月
十
八
日
ま
で

　
の
出
生
者
で
あ
る
こ
と

○
昭
和
四
十
六
年
七
月
二
日
以
前
か

　
ら
引
き
続
い
て
川
西
町
に
住
所
を
有

　
す
る
こ
と

○
選
挙
犯
罪
等
で
選
挙
権
、
被
選
挙

　
権
を
停
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

○
禁
治
産
者
等
で
な
い
こ
と

　
お
お
む
ね
、
以
上
の
要
件
を
全
部
満

た
し
て
い
る
か
た
は
投
票
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

選
挙
日
程
は

＋
日
（
日
）

　
　
・
選
挙
期
日
の
告
示

　
　
・
立
候
補
届
け
の
受
付
け
開
始

　
　
・
不
在
者
投
票
開
始

＋
一
日
（
月
）

　
　
・
立
候
補
届
け
の
締
切
り

十
四
、
十
五
日
（
木
、
金
）

　
　
・
立
会
演
説
会

＋
六
日
（
土
）

　
　
・
不
在
者
投
票
最
終
日

＋
七
日
（
日
）

　
　
・
投
票
（
午
前
七
時
か
ら
）

　
　
・
開
票
（
午
後
八
時
か
ら
）

　
明
る
く
正
し
い
選
挙

　
推
進
ポ
ス
タ
ー

〈
川
西
町
の
審
査
結
果
〉

▽
一
等
　
高
橋
美
子
　
▽
二
等
　
小
林

ヨ
キ
子
、
南
雲
正
紀
　
▽
三
等
　
田
村

睦
子
、
樋
口
純
一
、
高
橋
玲
子
（
以
上

い
ず
れ
も
仙
田
中
学
校
）
、
入
選
六
点

は
県
審
査
に
出
品

※
期
間
中
の
届
け
出
や
不
在
者
投
票

　
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五

　
時
ま
で
に
、
役
場
二
階
の
選
挙
事
務

　
室
へ
ご
足
労
願
い
ま
す
。

開
票
参
観
　
開
票
は
、
役
場
四

　
階
議
場
で
行
な
い
ま
す
が
、
同
日
午

　
後
七
時
三
十
分
か
ら
受
け
付
け
を
始

　
め
、
先
着
順
に
五
十
人
に
限
り
参
観

　
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
町
長
選
の

　
　
立
会
演
説
会

　
町
長
選
挙
で
は
、
次
の
と
お
り
立
会

演
説
会
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
候
補
者
の
政
見
を
聞
き
、
政
策
を
理

解
す
る
絶
好
の
機
会
で
す
か
ら
、
み
ん

な
が
参
会
し
、
も
っ
と
も
よ
い
政
治
を

行
な
う
候
補
者
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
（
町
議
補
欠
選
挙
に
は
、
立
会
演
説

会
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

◎
開
催
日
・
開
始
時
刻
。
会
場

＋
四
日
（
木
）

　
　
・
午
後
一
時
か
ら
橘
小
学
校

　
　
・
午
後
七
時
三
十
分
か
ら
上
野
小

　
　
　
学
校

＋
五
日
（
金
）

　
　
・
午
後
一
時
か
ら
中
仙
田
小
学
校

　
　
・
午
後
七
時
三
十
分
か
ら
千
手
小

　
　
　
学
校

注
1
。
　
候
補
者
一
人
の
演
説
時
間
は

　
　
　
三
十
分
で
す
。

　
　
ユ
　
開
始
時
刻
は
変
更
で
き
ま
せ

　
　
　
ん
。

　
　
3
。
　
演
説
者
と
の
間
に
質
問
や
応

　
　
　
答
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
4
　
侯
補
者
が
一
人
で
あ
っ
た
と

　
　
　
き
は
中
止
し
ま
す
。

町
長
選
は

　
　
「
記
号
式
投
票
」
で

　
こ
ん
ど
か
ら
、
町
長
選
挙
は
記
号
式

投
票
で
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
理
由
は
、
選
挙
人
の
意
思
の
表

現
を
容
易
に
す
る
（
何
人
に
投
票
し
た

か
判
読
し
に
く
い
票
が
少
な
く
な
る
た

め
に
）
と
同
時
に
、
選
挙
事
務
の
簡
素

化
能
率
化
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
す

　
た
だ
し
、
不
在
者
投
票
と
点
字
投
票

に
つ
い
て
は
い
ま
ま
で
ど
お
り
の
投
票

用
紙
で
す
。

　
記
号
式
投
票
の
投
票
用
紙
は
、
次
の

よ
う
な
様
式
で
す
。

一曙一軸一剛』軸一｝帽幽一日一一1

川
西
町
長
選
挙
投
票
　
印

注
意
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●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●

○
を
つ

け
る
欄

候
補
者
氏
名

甲
野
太
郎

乙
野
次
郎

丙
野
三
郎

囹
投
票
所
は
次
の
と
お
り
で
す

投
票
区
名

投
票
所
の
場
所

区
　
内
の
町
内

　
　
　
　
口
、

投　
　
苛

第
1
投
票
区

川
西
町
役
場

　
～

中
屋
敷
・
寺
尾

時6後午～時7前午

第
2
投
票
区

千
手
町
，
農
協
沖
立
・
木
島
～

　
　
　
鶴
吉
・
平
見

第
3
投
票
区

上
野
連
絡
所
上
野
・
下
平
新
田

第
4
投
票
区

新
町
新
田
公
民
館

新
町
新
田

第
5
投
票
区

三
領
公
民
館
三
領
・
小
根
岸

第
6
投
票
区

元
町
公
民
館
元
町
・
星
名
新
田

第
7
投
票
区

橘
　
出
　
張
　
所　
　
野
口
・
仁
田
・
塩
辛

第
8
投
票
区

三
箇
地
区
公
民
館

原
田
・
根
深
・
下
原

第
9
投
票
区

橘
小
木
落
冬
期
分
型
木

落
・
寺
ケ
崎

第
－
o
投
票
区

仙
田
出
張
所
中
仙
田
・
田
　
戸

越
ケ
沢

第
n
投
票
区

仙
田
小
学
校
室
島
・
藤
沢
・
霧
谷

第
12
投
票
区

赤
岩
小
学
校
赤
　
谷
・
岩
　
瀬

第
路
投
票
区

白
倉
小
学
校
大
白
倉
・
小
白
倉

　
時

　
5

　
後

時
～
午

7前午

第
1
4
投
票
区

仙
田
小
・
小
脇
分
校

小
　
脇

第
15
投
票
区

仙
田
小
・
高
倉
分
校

高
　
倉

第
16
投
票
区

大
倉
集
会
所
大
　
倉

　
こ
の
記
号
式
投
票
の
要
領
と
し
て
は

投
票
し
よ
う
と
す
る
侯
補
者
の
氏
名
の

上
の
欄
に
正
し
く
○
を
自
書
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
投
票
用
紙
に
文
字
を
書
い
た
り
、

金
鶏
勲
章
叙
賜
の

　
　
　
　
一
時
賜
金
受
給
者
に
銀
杯

　
旧
金
鶏
勲
章
叙
賜
一
時
賜
金
受
給
　
　
　
対
象
と
な
る
人
は
、
昭
和
十
五
年

者
に
対
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
　
　
四
月
二
十
九
日
付
け
で
金
鶏
勲
章
を

銀
杯
（
書
状
が
付
さ
れ
る
）
が
贈
ら
　
援
与
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
時
賜

れ
る
乙
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
金
と
し
て
賜
金
国
庫
債
券
が
支
給
さ

し
　
　
ー
　
　
ト
　
　
医
　
　
‘
　
　
‘
　
　
』
　
　
ひ
　
　
‘
　
　
2
　
　
1
　
　
卜
　
　
1
　
　
ー
［
J
　
　
f
　
　
覧
　
　
－
　
　
暑
　
　
P
　
　
』
　
　
屋
　
　
レ
　
　
ひ
　
　
墨
　
　
ト
　
　
貫
　
　
1
　
　
ー
　
　
屡
　
　
5
　
　
5
　
　
雅
　
　
，
　
　
i 　

　
る
い
は
△
や
口
そ
の
他
の
記
号
を

　
　
つ
け
た
り
す
る
と
、
そ
の
投
票
は
無
効

　
　
に
な
り
ま
す
か
ら
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注

　
　
意
願
い
ま
す
．

　
　
　
　
　
　
　
　
（
選
挙
管
理
委
員
会
）

　
　
ヨ
　
　
ヨ
　
　
ユ
　
　
ヨ
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
よ
　
　
ロ
　
　
ヨ
　
　
じ
　
　
ニ
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
ヨ
　
　
ヨ
　
　
ヨ
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
れ
、
現
在
、
生
存
中
の
人
で
す
。
　
一

　
　
　
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
一

　
　
本
人
が
死
亡
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
一

　
　
の
遺
族
と
な
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
銀
杯
は
、
本
人
あ
る
い
は
遺
族
の
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
申
告
に
基
づ
い
て
贈
与
さ
れ
ま
す
。
　
自

　
　
　
該
当
す
る
か
た
は
、
社
会
課
援
護
｝

　
　
係
で
手
続
き
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。
　
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
ー
　
　
ー
　
　
蚤
　
　
歪
　
喜
　
昼
　
i
　
昼
　
　
置
　
　
し
　
　
墨
　
　
暫
　
　
魯
　
　
ー
　
　
ひ
　
　
』
　
　
1
　
し

あー

轟
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《
は
じ
め
に
V

　
児
童
手
当
制
度
は
、
そ
の
創
設
が
長

い
間
の
懸
案
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

幅
広
い
、
そ
し
て
強
い
要
望
の
も
と
に

い
よ
い
よ
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
す
で
に
、
今
月
一
日
か
ら
認
定
受
付

業
務
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
こ

で
、
そ
の
細
部
を
お
知
ら
せ
し
て
、
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
得
た
い
と
存
じ
ま
す

　
こ
の
制
度
は
、
す
べ
て
、
該
当
者
か

ら
の
届
出
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
か
た
は
、
す
ぐ

申
し
出
ら
れ
る
よ
う
に
。

　
な
お
、
役
場
で
こ
の
仕
事
は
、
社
会

課
年
金
係
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

　
所
得
保
障
と
福
祉
の

　
増
進
が
役
割

　
こ
の
制
度
は
、
昨
今
の
経
済
情
勢
の

中
で
、
児
童
の
養
育
費
が
家
計
を
圧
迫

し
重
い
負
担
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
国

民
一
般
を
対
象
と
し
て
、
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
に
手
当
支
給
と
い
う
現
金

給
付
を
行
な
っ
て
、
そ
の
家
計
負
担
を

軽
減
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
次

の
二
つ
の
役
割
を
も
つ
て
い
ま
す
。

①
児
童
養
育
の
場
で
あ
る
家
庭
に
お

　
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
い

　
う
面
で
の
、
所
得
保
障
の
役
割

②
次
代
の
社
会
を
に
な
う
児
童
の
、

　
心
身
の
す
こ
や
か
な
成
長
と
資
質
の

　
向
上
に
資
す
る
と
い
う
面
で
の
、
児

　
童
福
祉
増
進
の
役
割

　
こ
れ
は
要
約
す
る
と
、
生
活
の
安
定

を
基
盤
と
し
て
、
次
の
社
会
の
中
核
と

な
る
子
供
た
ち
を
、
健
全
で
明
朗
に
育

て
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
で
は
、
支
給
の
対
象
者
は
ど
う
か
と

い
う
と
、
十
八
歳
未
満
の
児
童
を
三
人

以
上
養
育
し
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
支

給
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
国
民
で
あ

っ
て
、
現
に
日
本
に
住
所
の
あ
る
父
ま

た
は
母
が
受
給
者
に
な
り
ま
す
。

　
父
母
以
外
は

　
生
計
維
持
が
要
件

　
父
母
と
も
死
亡
し
た
家
庭
で
は
、
祖

父
母
、
ま
た
は
兄
姉
で
あ
つ
て
、
そ
の

児
童
の
生
計
を
維
持
し
て
い
る
か
た
が

受
給
者
と
な
り
ま
す
。

　
児
童
の
中
に
は
、
受
給
者
の
子
、
孫

弟
妹
の
ほ
か
、
お
い
や
め
い
、
ま
た
は

他
人
の
子
も
含
ま
れ
ま
す
が
、
こ
の
場

合
、
そ
の
子
の
生
活
費
の
半
分
以
上
を

父
母
ま
た
は
他
か
ら
援
助
さ
れ
て
い
る

も
の
は
除
き
ま
す
。
　
　
　
　
　
＼
、

児
童
手
当
の

　
　
　
　
　
す
で
に
（
今
月

この子らの，すこやかな成長を願うの
が，，児童手当制度”ですo

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
明
年
一
月
か
ら
翌
四
十
八
年
三
月

　
ま
で
は
、
明
年
一
月
一
日
現
在
で
五

　
歳
未
満
の
児
童
（
四
十
二
年
一
月
二

　
日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
）

◎
昭
和
四
十
八
年
四
月
か
ら
翌
四
十

　
九
年
三
月
ま
で
は
、
四
十
八
年
四
月

　
一
日
現
在
で
十
歳
未
満
の
児
童
（
三

　
十
八
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た

児
童
）

◎
昭
和
四
十
九
年
四
月
か
ら
義
務
教

　
育
終
了
前
の
児
童

　
二
・
六
・
十
月
に

　
ま
と
め
て
支
給

　
支
給
額
は
、
対
象
児
童
ひ
と
り
に
対

し
月
額
三
千
円
で
、
こ
れ
を
二
月
』
＼

認
定
受
け
付
け

一
日
か
ら
）

　
　
　
　
　
　
開
始
し
て
い
ま
す

　
受
給
者
が
父
ま
た
は
母
で
あ
る
と
き

は
、
受
給
者
と
児
童
の
生
計
が
同
一
で

あ
れ
ば
よ
く
、
必
ず
し
も
同
居
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
い
っ
ぽ
う
、
受
給
者
が
父
母
以
外
の

と
き
は
、
受
給
者
の
所
得
に
よ
っ
て
そ

の
児
童
の
生
計
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場

合
に
限
り
ま
す
。

対
象
、
段
階
的
に
拡
大

　
次
に
、
支
給
の
対
象
児
童
で
す
が
、

十
八
歳
未
満
の
三
人
以
上
の
児
童
の
う

ち
、
義
務
教
育
終
了
前
の
第
三
子
以
降

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
第
三
子
以
降
に
つ
い

て
も
、
次
の
よ
う
に
、
段
階
的
に
拡
大

六
月
、
十
月
の
三
回
に
分
け
て
、
前
月

分
ま
で
の
四
か
月
分
を
ま
と
め
て
受
給

者
の
希
望
す
る
金
融
機
関
（
銀
行
信
用

組
合
、
農
協
の
い
ず
れ
か
）
の
預
金
口

座
へ
、
町
の
収
入
役
か
ら
払
い
込
み
を

し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
支
払
月
の
例
外
と
し
て
、

明
年
の
一
、
二
月
分
だ
け
は
三
月
に
支

払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
社
会
課
年
金
係
へ

　
ど
う
ぞ

　
ま
た
、
こ
の
制
度
に
は
所
得
制
限
が

あ
つ
て
、
明
年
一
～
四
月
分
の
手
当

に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
五
年
分
の
所

得
が
下
の
表
に
掲
げ
る
額
以
上
で
あ
れ

ば
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

扶
養
親
族
数
　
所
　
　
　
得

　
　
な
　
し
　
　
一
、
〇
四
六
、
O
O
O
円

　
　
一
人
一
、
一
六
一
．
O
O
O
円

　
　
二
　
人
　
　
一
、
昌
七
六
、
O
O
O
円

　
　
三
人
　
一
、
三
九
一
、
O
O
O
円

　
　
四
人

一
、
五
〇
六
、
O
O
O
円

　
　
五
人
　
一
、
六
一
＝
、
O
O
O
円

　
以
上
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
に
、
受

給
資
格
者
が
支
給
の
た
め
の
認
定
請
求

書
を
提
出
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給

を
開
始
し
、
資
格
の
な
く
な
る
月
分
ま

で
支
給
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
資
格
は
あ
っ
て
も
、

手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
手
当
は
支
給
さ

れ
ず
、
ま
た
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
次
は
取
り
扱
う
機
関
で
す
が
、
次
の

二
つ
の
区
分
に
よ
り
ま
す
。

①
国
、
地
方
公
務
員
お
よ
ぴ
三
公
社

　
の
職
員
に
つ
い
て
は
所
属
団
体
長

②
①
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
住
所

地
の
市
町
村
長

　
で
す
か
ら
、
川
西
町
に
住
民
登
録
の

し
て
あ
る
公
務
員
以
外
の
受
給
者
は
、

す
べ
て
役
場
の
社
会
課
年
金
係
が
取
り

扱
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
出
か
せ
ぎ
先
で

　
認
定
請
求
を

　
こ
れ
は
、
児
童
の
住
所
が
川
西
町
以

外
で
も
、
受
給
者
と
な
る
父
か
母
の
住

所
地
が
川
西
町
に
あ
れ
ば
こ
の
役
場
で

取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
で
、
他
方
、
受

給
者
の
父
が
、
出
か
せ
き
等
、
一
時
的

に
し
ろ
他
市
町
村
に
異
動
し
た
よ
う
な

場
合
は
、
川
西
町
に
お
け
る
受
給
権
は

消
滅
し
、
新
住
所
地
で
新
た
に
認
定
請

求
の
手
続
き
を
す
る
必
要
が
生
じ
ま
す

　
　
費
用
の
負
担
区
分

①
国
、
地
方
公
務
員
と
三
公
社
職
員

　
の
場
合
、
所
属
団
体
で
全
額
負
担

②
受
給
者
が
①
以
外
で
民
間
事
業
所

　
の
従
業
員
の
場
合
（
厚
生
年
金
、
船

　
員
保
険
、
農
林
共
済
等
に
加
入
し
て

　
い
る
と
き
。
）
は
、
事
業
主
七
割
、

　
国
二
割
、
県
と
市
町
村
で
一
割

③
①
と
②
以
外
の
場
合
（
農
業
や
商

　
業
の
自
営
者
）
、
国
が
六
分
の
四
、

　
県
と
市
町
村
が
各
六
分
の
一

　
受
給
権
の
保
護

　
児
童
手
当
を
受
け
る
権
利
は
、
他
人

に
譲
り
渡
し
た
り
、
担
保
に
し
た
り
、

差
し
押
え
の
対
象
に
す
る
こ
と
を
禁
じ

ら
れ
、
支
給
を
受
け
た
手
当
は
、
す
べ

て
児
童
の
養
育
費
と
し
て
使
用
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
目
的
外
の
流
用
が
判
明
し
た
際
は
、

返
還
ま
た
は
支
給
停
止
と
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

手
続
き
は
早
目
に

認
定
請
求
に
は
、
①
印
鑑
②
厚
生

年
金
加
入
者
は
厚
生
年
金
保
険
被
保
険

者
証
（
③
共
済
組
合
等
の
組
合
員
は
健

康
保
険
被
保
険
者
証
④
振
替
希
望
金

融
機
関
の
預
金
通
帳
⑤
児
童
の
住
所

が
当
町
以
外
な
ら
そ
の
住
民
票
謄
本
一

通
⑥
受
給
者
の
前
年
分
所
得
申
告
が

当
町
外
な
ら
前
住
所
地
の
市
町
村
長
の

所
得
証
明
書
、
以
上
を
ご
持
参
の
こ
と

　
《
ご
　
　
注
　
　
意
V

　
今
回
、
受
け
付
け
の
対
象
に
な
る
の

は
、
十
八
歳
未
満
の
児
童
が
三
人
以
上

あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
人
以
上
の
児
童

が
昭
和
四
十
二
年
一
月
二
日
以
降
に
生

ま
れ
た
者
の
養
育
者
で
あ
る
場
合
に
限

り
ま
す
。

　
児
童
の
住
民
票
、
受
給
者
の
所
得
証

明
を
要
す
る
か
た
の
場
合
は
、
い
ち
お

う
、
事
前
に
係
へ
ご
相
談
願
い
ま
す
。
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老
齢
福
祉
年
金
を

　
　
　
　
　
　
　
　
65
歳
で
支
給

　
　
　
　
　
　
二
級
障
害
者
に
、
来
月
か
ら

　
国
民
年
金
法
の
老
齢
福
祉
年
金
（
保

険
料
を
納
め
な
い
無
拠
出
制
の
年
金
）

は
、
満
七
十
歳
に
な
る
と
支
給
す
る
も

の
で
す
が
、
法
の
一
部
改
正
に
よ
つ
て

十
一
月
一
日
か
ら
、
国
民
年
金
法
別
表

二
級
の
障
害
に
該
当
す
る
か
た
に
対
し

て
は
、
六
十
五
歳
か
ら
こ
れ
を
支
給
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
二
級
障
害
と
い
う
の
は
、
身
心
の
障

害
（
肢
体
、
目
、
耳
、
言
語
、
そ
し
ゃ

く
、
平
衡
機
能
、
精
神
、
心
臓
お
よ
ぴ

血
液
な
ど
の
障
害
）
に
よ
っ
て
日
常
生

活
に
著
し
い
制
限
を
必
要
と
す
る
程
度

た
と
え
ば
、
片
手
ま
た
は
片
足
を
な
く

し
た
程
度
、
も
し
く
は
、
こ
れ
と
同
程

度
以
上
の
状
態
を
さ
し
て
い
ま
す
。

　
届
け
出
が

　
　
　
必
　
要
　
で
　
す

　
年
金
を
受
け
る
に
は
、
該
当
者
の
届

出
制
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
か
た
は
、
年
金
係
ま
で

直
接
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
に
は
、
印
鑑
、
戸
籍
抄
本
、

住
民
票
の
写
し
、
お
よ
ぴ
医
師
の
診
断

書
を
必
要
と
し
ま
す
。

　
診
断
書
用
紙
は
、
係
に
専
用
の
用
紙

を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
社
会
課
）

團
圃
国
民
年
金
法
別
表
の
二

　
　
　
　
　
　
級
障
害
　
▽
両
眼
の
視

力
の
和
が
○
・
〇
五
以
上
O
・
○
八
以

下
の
も
の
　
▽
両
耳
の
聴
力
損
失
が
八

O
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の
　
▽
平
衡
機

儲
龍
著
喝
い
障
害
を
有
す
る
も
の
　
▽

そ
し
ゃ
く
の
機
能
を
欠
く
も
の
　
▽
音

声
ま
た
は
言
語
機
能
に
著
し
い
障
害
を

有
す
る
も
の
　
▽
両
上
肢
の
お
や
指
お

よ
ぴ
ひ
と
さ
し
指
ま
た
は
中
指
を
欠
く

も
の
　
▽
両
上
肢
の
お
や
指
お
よ
ぴ
ひ

と
さ
し
指
ま
た
は
中
指
の
機
能
に
著
し

い
障
害
を
有
す
る
も
の
　
▽
一
上
肢
の

機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

▽
一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

▽
一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
の
機
能
に
著

し
い
障
害
を
有
す
る
も
の
　
▽
両
下
肢

の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の
　
▽
一
下

肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も

の
　
▽
一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
欠
く

も
の
　
▽
体
幹
の
機
能
に
歩
く
こ
と
が

で
き
な
い
程
度
の
障
害
を
有
す
る
も
の

▽
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
身

体
の
機
能
の
障
害
ま
た
は
長
期
に
わ
た

る
安
静
を
必
要
と
す
る
病
状
が
前
各
号

と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ
る
状
態
で

あ
っ
て
、
日
常
生
活
が
著
し
い
制
限
を

受
け
る
か
、
ま
た
は
日
常
生
活
に
著
し

い
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

程
度
の
も
の
　
▽
精
神
の
障
害
で
あ
っ

て
、
前
各
号
と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら

れ
る
程
度
の
も
の
　
▽
身
体
の
機
能
の

障
害
も
し
く
は
病
状
ま
た
は
精
神
の
障

害
が
重
復
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の

状
態
が
前
各
号
と
同
程
度
以
上
と
認
め

ら
れ
る
程
度
の
も
の

豫
　
　
　
　
」

擢
の
窓
湾
脳

う
ぶ
声
ー
お
す
こ
や
か
に

滋星田佐高星小金樋大星
野野口藤橋野林子口海名
久　　　　　　　　　　　　マ
美隆和真英広紀　初敏ナ
子行之一昭幸子仁子明美
正粂　益英徳昭　　基豊
治治勝男雄治一敬勉二平

二長長長長長長二長ニニ
女男男男男男女男女：男女

野野木木中野山岩上高上上
野

高
原
田

上
野

岩
瀬

山
野
田

野
　
口

中
島
町

た
か
さ
ご
ー
ご
円
満
に

雛
彗
覇
慧
か
ら

霧
継
駐
離
田
野

昇
天
ー
ご
め
い
福
を
祈
る

南
雲
信
之

佐
藤
美
代
子

丸
山
ミ
キ

清
水
久
作

小
林
林
造

寺原藤寺

尾田沢尾

中
仙
田

八七五一一一補
六〇四五三

ロロ落島

　
　
あ
な
た
も

　
　
　
　
広
報
の
製
本
を

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
カ
で
す
か

　
広
報
か
わ
に
し
の
一
号
か
ら
保
存
し
て
い

た
も
の
を
製
本
す
る
と
、
ご
覧
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　
昨
年
、
広
報
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
毎
号
欠
か
さ
ず
に
保
存
し

て
い
る
と
回
答
を
寄
せ
ら
れ
た
か
た
が
か
な

り
の
高
率
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
写
真
の
も

の
は
百
号
ま
で
を
一
冊
に
製
本
し
た
も
の
で

す
が
、
こ
れ
と
同
じ
要
領
で
、
皆
さ
ん
の
ご

希
望
を
と
り
ま
と
め
て
み
よ
う
と
存
じ
ま
す

　
製
本
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
月
末
ま
で

に
係
へ
お
申
し
出
ね
が
い
ま
す
。
価
格
は
五

百
円
程
度
。
二
　
三
の
号
が
欠
け
て
い
て
も

複
写
で
き
ま
す
か
ら
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
国
保
で

　
　
明
る
い
毎
日
を

　
今
月
は
強
調
月
間

　
今
月
か
ら
、
保
険
料
を
本
算
定
に
よ

る
額
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

△
四
十
六
年
度
の
賦
課
率

所
得
割
　
百
分
の
二
・
四
〇

資
産
割
百
分
　
4

の
＋
九
・
一
瑠
鐸
翻

轡
無
a
a
3
3
a
緬

　
五
＋
円

世
帯
平
等
割

　
三
千
二
百
九

＋
九
円

△
限
度
額

前
年
度
よ
り

　
三
万
円
引
き

上
げ
て
八
万

　
円な

お
、
下
の

国
保
・
組
合
保

険
両
者
の
比
較

を
参
考
に
供
し

ま
す
。

組合保険5人世帯で月　資産割1万×
聾泓留万円×翁舗人×1・

国矯鐵鵡万麟）

納
税
メ
モ

　
た
ば
こ
消
費
税
が

　
　
　
　
舳
．
○
○
○
万
円

　
　
　
の
大
台
に

　
た
ば
こ
消
費
税
は
、
公
社
が
町

内
の
た
ぱ
こ
販
売
店
に
売
り
渡
し

た
本
数
に
よ
っ
て
、
町
が
公
社
に

課
す
る
税
金
で
す
。

　
町
内
の
、
昨
年
度
売
り
上
げ
総
［

本
数
は
一
、
四
四
三
万
本
、
消
費
税

は
一
、
O
O
一
万
に
な
り
ま
し
た
。

　
一
本
吸
う
と
、
約
七
〇
銭
の
税

金
が
町
に
は
い
る
計
算
で
す
。

　
町
外
に
お
出
か
け
の
際
、
ま
た

こ
れ
か
ら
出
か
せ
き
の
時
期
に
な

り
ま
す
が
、
出
発
前
に
、
た
ば
こ

は
、
ぜ
ひ
町
内
で
買
い
求
め
ら
れ

る
よ
う
。

砂
か
雛

ゆ
褻
．
錦
罐
．
舟

稲
架
を
解
く
低
き
は
妻
に
任
せ
お
き

脱
穀
機
吐
き
出
す
細
”
の
残
照
に

さ
さ
や
か
な
書
棚
を
も
ち
て
文
化
の
日

耕
う
ん
機
不
調
秋
耕
は
か
ど
ら
ず

　
　
　
　
　
松
風
園
南
雲
文
峯

露
深
し
檎
ぼ
朝
の
陽
を
の
せ
て

月
光
の
と
ど
く
限
り
は
虫
の
声

　
　
　
　
小
白
倉
片
桐
玉
章

短
日
や
機
織
る
母
の
無
口
に
て

無
精
ひ
げ
そ
の
ま
ま
に
稲
刈
り
終
え
し

　
　
　
　
　
大
倉
金
子
洋
石

野
茨
の
そ
れ
ぞ
れ
白
し
今
朝
の
露

そ
れ
ぞ
れ
の
花
に
名
の
あ
り
菊
花
壇

　
　
　
　
　
千
手
高
橋
晴
峯

コ
ス
モ
ス
の
花
の
続
け
る
通
学
路

2
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